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給水装置標準設計施行事務取扱要綱 改正について 

改 正 前 改 正 後 

第２章 給水装置工事の申込み 

第６節 加入金及び手数料の納入 

２ 手数料 

(1) 手数料 

エ １栓のみの簡易な増設工事又は軽微な改造工事を申込む場合は、徴収しない。 

オ 軽微な工事を申込む場合は、徴収しない。 

 

 

 

 

 

 

第２章 給水装置工事の申込み 

第６節 加入金及び手数料の納入 

２ 手数料 

エ １栓のみの簡易な増設工事又は軽微な改造工事を申込む場合は、徴収しない。 

オ 軽微な工事を申込む場合は、徴収しない。 

  ※軽微な工事とは、既設給水装置の分岐に対し、改造又は撤去工事を行うことで、既設給水装

置の一部を変更する工事等。 

 

 

 

第５章 造成団地等の扱い 

第２節 工事施工 

３ 分岐引込管 

(5) 各区画への分岐引込管の工事（止水栓まで）を申込む者は、当該区画の宅内給水装置工事申込者

（メーター以降）に分岐引込管を譲渡するものとし、その旨を誓約すること。〔様式15号〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第５章 造成団地等の扱い 

第２節 工事施工 

３ 分岐引込管 

(5) 各区画への分岐引込管の工事（止水栓まで）を申込む者は、当該区画の宅内給水装置工事申込者

（メーター以降）に分岐引込管を譲渡するものとし、その旨を誓約すること。〔様式14号〕 
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第１３章 参考図表及び計算例 

 

第１３章 参考図表及び計算例 
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